
〇測定申込日時【要予約】

〇測定検査方法

〇測定する食品 （１）自家栽培・自家消費食品

〇測定対象者 宮古市民（宮古市内に住民票を有する者）

〇申込み場所 宮古市役所　本庁舎４階　環境課

〇測定検査費用 無料

〇 下記の通り

測定希望者が実施すること（太枠内）

①測定申込み
・事前に市環境課へ検査申込みと、検査する食品の搬入日等を予約する。

②自宅での準備

（１）測定する食品

（2）検査受付票の作成

・

③市役所への食品の持ち込み（検査依頼）
・

市役所が実施すること
④

⑤

⑥

⑦

エネルギー・環境部環境課

事前相談の上、指定する量を指定する方法により。

測定機関へ検体を送付、測定検査依頼

廃棄部分を除き、よく洗い、みじん切りにしたもの１㎏を未使用のポ
リ袋に密封する。（野菜から出た水分も一緒に袋詰めする）
1リットルを液漏れしないように密閉容器等へ密封する

月曜日から金曜日の午前中（祝祭日、12月28日から1月3
日までの年末年始を除く）

厚生労働省が定める「食品中の放射線セシウムスクリーニ
ング法」に準ずる簡易検査

（２）その他市長が認めるもの

測定機関で検体の測定

検査機関から市役所へ測定結果の送付

宮古市から検査希望者へ測定結果の送付

宮古市食品等の放射性物質測定検査の概要

申し込みから測定検査
終了までの流れ

「宮古市食品等に係る放射性物質測定検査受付票」への必要事項の記入

市役所へ測定検査する食品と「宮古市食品等に係る放射性物質測定検査受付
票」を持参して測定検査の申込み手続きを行う

・野菜等

・液状の食品

・乾物類


